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① 事 業 の 種 類

② 事 業 の 規 模

③ 従 業 員 数

④産業廃棄物の一連
の 処 理 の 工 程

様式第二号の八(第八条の四の五関係)

当該事業場において現に行っている事業に関する事項

佐賀県三養基郡みやき町大字原古賀字岩崎

令和７年４月１日　〜　令和８年３月３１日

(第１面)

産業廃棄物処理計画書

令和

(日本産業規格　Ａ列４番)

１７４名

添付図の通り

事 業 場 の 名 称

事 業 場 の 所 在 地

計 画 期 間

日之出水道機器株式会社　佐賀工場

２２　鉄鋼業

６８０，５３５万円

　

佐賀県三養基郡みやき町大字原古賀字岩崎

日之出水道機器株式会社　佐賀工場

電話番号　　　　　　　　　　　　　　　　 ０９４２－９４－５１２１

                                        (法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

　　廃棄物の処理及び清掃に関する法律第１２条第９項の規定に基づき、産業廃棄物の減量その他
　その処理に関する計画を作成したので、提出します。

住　所

氏　名

 佐賀県知事

担当執行役員　佐賀工場工場長　江頭　俊雄
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（今後分別する予定の産業廃棄物の種類及び分別に関する取組）

産業廃棄物の分別に関する事項

・特に無し

（分別している産業廃棄物の種類及び分別に関する取組）

【目標】

・鉱さいについて、リサイクル向けと非リサイクル向けで管理
　保管ヤードを分別。

①現状

別紙の通り 別紙の通り

（今後実施する予定の取組）

・令和7年度の生産量は、前年比109％に伴い産廃発生量の増加も
　予測されるもの。
・新ラインの特長の一つである鋳物砂の冷却向上と脱砂装置改善に
　より、再利用率は従来比▲5%抑制が見込めるものと推測。
＜生産計画重量増加により発生量の増加を見込む銘柄＞
・鉱さい,廃酸,廃油,汚泥,廃プラ,木屑
＜生産計画重量と発生量に反比例すると計画する銘柄＞
・ガレキ,ガラス屑,廃電気機械器具

排　　出　　量

②計画

産業廃棄物の種類

別紙の通り

別紙の通り

（これまでに実施した取組）

・令和5年度より新製造ラインでの稼働開始。令和5年度に対し令和6年度
　は1,500t増産したため鉱さい排出量が増加したが、砂落としラインの
　改善により、原単位は▲0.003t/tと減少。
・産廃発生量の主である鉱さいの発生量抑制施策として、砂落としライ
　ンの改善を令和7年2月に実施したことにより、鉱さい排出効果の目処
　が立ちつつある状況

別紙の通り産業廃棄物の種類

排　　出　　量

②計画

(第２面)

【前年度（令和６年度）実績】

（管理体制図）

別紙の通り 別紙の通り

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

①現状

産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項

別紙の通り

工場長【廃棄物処理統括責任者】

業務管理課【廃棄物管理担当】

生産部
【廃棄物排出】

品質管理課
【廃棄物排出】

設備管理課
【廃棄物排出】
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（これまでに実施した取組）

【前年度（令和６年度）実績】

自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項

別紙の通り 別紙の通り

（第３面）

①現状

②計画

別紙の通り

別紙の通り 別紙の通り

別紙の通り 別紙の通り

（これまでに実施した取組）

・鋳物廃砂（鉱さい）排出量抑制に向け、鋳物砂の冷却向上と脱砂
　装置改善により効果は見込める事を確認。
・しかし製造ラインの不具合や生産体制の変化等により排出量の
　安定化迄見とれていない状況。

【目標】

産業廃棄物の種類

産業廃棄物の種類

自ら再生利用を行った
産 業 廃 棄 物 の 量

産業廃棄物の種類

別紙の通り 別紙の通り

【前年度（令和６年度）実績】

自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項

①現状

②計画

産業廃棄物の種類

自ら熱回収を行う
産 業 廃 棄 物 の 量

・特に無し

別紙の通り

自ら再生利用を行う
産 業 廃 棄 物 の 量

自ら熱回収を行った
産 業 廃 棄 物 の 量

・R7年度は109%の増産を見込み、設備稼働時間も安定する事から
　鋳物砂の冷却向上と脱砂装置の効果が見込めるものと推測。
　（鉱さい発生量の抑制▲5%を目標として検証していく）

（今後実施する予定の取組）

別紙の通り 別紙の通り

別紙の通り
自ら中間処理により減量した
産　業　廃　棄　物　の　量

別紙の通り

別紙の通り 別紙の通り

別紙の通り 別紙の通り

別紙の通り 別紙の通り

【目標】

自ら中間処理により減量する
産　業　廃　棄　物　の　量

（今後実施する予定の取組）

・特になし
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別紙の通り 別紙の通り

別紙の通り 別紙の通り

・特に無し

（今後実施する予定の取組）

別紙の通り

【前年度（令和６年度）実績】

（第４面）

①現状

【目標】

【前年度（令和６年度）実績】

産業廃棄物の種類

自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行う

産 業 廃 棄 物 の 量

産業廃棄物の処理の委託に関する事項

・特に無し

②計画

①現状

別紙の通り 別紙の通り

別紙の通り

別紙の通り 別紙の通り

別紙の通り

（これまでに実施した取組）

・特に無し

産業廃棄物の種類

全 処 理 委 託 量

優良認定処理業者への
処　理　委　託　量

別紙の通り

再生利用業者への
処　理　委　託　量

認定熱回収業者への
処　理　委　託　量

認定熱回収業者以外の
熱回収を行う業者への
処　理　委　託　量

別紙の通り

別紙の通り

別紙の通り

（これまでに実施した取組）

別紙の通り

別紙の通り

別紙の通り

別紙の通り

別紙の通り

産業廃棄物の種類

自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った
産 業 廃 棄 物 の 量

自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項
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別紙の通り 別紙の通り

別紙の通り 別紙の通り

別紙の通り 別紙の通り

別紙の通り 別紙の通り

②計画

【目標】

（今後実施する予定の取組）

※事務処理欄

・鉱さい排出量の更なる抑制（循環率向上）として、鋳物砂品質
　の継続的改善と製品品質、排出量をモニタリングし効果を見取る。

別紙の通り 別紙の通り

（第５面）

産業廃棄物の種類

別紙の通り 別紙の通り全 処 理 委 託 量

優良認定処理業者への
処　理　委　託　量

再生利用業者への
処　理　委　託　量

認定熱回収業者への
処　理　委　託　量

認定熱回収業者以外の
熱回収を行う業者への
処　理　委　託　量



様式第二号の八(第八条の四の五関係別紙)

4282.480 t 0.000 1.152 t 81.852 t 43.067 t 11.850 t 33.140 t 0.000 0.000 0.120 t 4453.661 t

4418.235 t 0.000 t 1.251 t 88.891 t 50.771 t 12.869 t 49.710 t 0.200 t 0.200 t 0.100 t 4622.227 t

0.250

0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t

0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t

0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t

0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t

①現状

自ら中間処理により減量した

産 業 廃 棄 物 の 量

鉱さい 廃酸

【前年度（令和６年度）実績】

産業廃棄物の種類

鉱さい 廃酸

自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項

自ら熱回収を行った
産 業 廃 棄 物 の 量

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

①現状

産業廃棄物の種類

排　　出　　量

【目標】

鉱さい 廃酸

②計画

排　　出　　量

自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項

（第３面）

廃電池

汚泥 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ

（第２面）

【前年度（令和６年度）実績】

産業廃棄物の種類

鉱さい 廃酸

①現状

産業廃棄物の種類

自ら再生利用を行う
産 業 廃 棄 物 の 量

【目標】

②計画

自ら再生利用を行った
産 業 廃 棄 物 の 量

廃酸

【前年度（令和６年度）実績】

産業廃棄物の種類 鉱さい

廃油

廃油

廃油

廃油

廃油 汚泥 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ

がれき類

がれき類

がれき類

がれき類

がれき類

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 木屑

廃電気機械器具
(蛍光灯含む)ｶﾞﾗｽ屑木屑

汚泥

汚泥 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ

木屑

木屑

木屑

汚泥 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ

ｶﾞﾗｽ屑

ｶﾞﾗｽ屑

廃電気機械器具
(蛍光灯含む)

廃電気機械器具
(蛍光灯含む)

廃電池

ｶﾞﾗｽ屑

廃電気機械器具
(蛍光灯含む)

廃電気機械器具
(蛍光灯含む)

ｶﾞﾗｽ屑

合計

合計

合計

合計

廃電池

廃電池

合計廃電池



0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t

0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t

様式第二号の八(第八条の四の五関係別紙)

0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t

0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t

廃酸

【目標】

産業廃棄物の種類

①現状

自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項

廃油

自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行う

産 業 廃 棄 物 の 量

鉱さい

鉱さい

自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った
産 業 廃 棄 物 の 量

廃酸

廃酸

【前年度（令和６年度）実績】

【目標】

産業廃棄物の種類

自ら熱回収を行う
産 業 廃 棄 物 の 量

②計画

鉱さい

自ら中間処理により減量する

産 業 廃 棄 物 の 量

（第４・５面）

産業廃棄物の種類

②計画

廃油

廃油

汚泥 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ

汚泥

がれき類

汚泥 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ

ｶﾞﾗｽ屑

ｶﾞﾗｽ屑廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ

合計ｶﾞﾗｽ屑

がれき類

がれき類

木屑

廃電池

廃電池

合計

合計
廃電気機械器具
(蛍光灯含む)木屑

廃電気機械器具
(蛍光灯含む)

廃電気機械器具
(蛍光灯含む)

廃電池

木屑



4282.480 t 0.000 t 1.152 t 81.852 t 43.067 t 11.850 t 33.140 t 0.000 t 0.000 t 0.120 t 4453.661 t

779.170 t 0.000 t 1.152 t 80.950 t 43.067 t 11.850 t 33.140 t 0.000 t 0.000 t 0.120 t 949.449 t

3503.310 t 0.000 t 1.152 t 81.852 t 12.640 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 3598.954 t

0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t

0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 8.510 t 0.000 t 33.140 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 41.650 t

4418.235 t 0.000 t 1.251 t 88.891 t 50.771 t 12.869 t 49.710 t 0.200 t 0.200 t 0.100 t 4622.227 t

803.870 t 0.000 t 1.251 t 88.891 t 50.771 t 12.869 t 49.710 t 0.200 t 0.200 t 0.100 t 1007.862 t

3614.365 t 0.000 t 1.251 t 88.891 t 13.727 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 3718.234 t

0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t

0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 9.242 t 0.000 t 49.710 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t 58.952 t

認定熱回収業者以外の
熱回収を行う業者への
処　理　委　託　量

【目標】

認定熱回収業者以外の
熱回収を行う業者への
処　理　委　託　量

産業廃棄物の種類

全 処 理 委 託 量

認定熱回収業者への
処　理　委　託　量

優良認定処理業者への
処　理　委　託　量

再生利用業者への
処　理　委　託　量

鉱さい 廃酸

鉱さい 廃酸

認定熱回収業者への
処　理　委　託　量

優良認定処理業者への
処　理　委　託　量

全 処 理 委 託 量

再生利用業者への
処　理　委　託　量

【前年度（令和６年度）実績】

産業廃棄物の処理の委託に関する事項

産業廃棄物の種類

②計画

①現状

廃油

廃油 汚泥

汚泥 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ がれき類

合計木屑がれき類

合計

廃電気機械器具
(蛍光灯含む)

廃電池ｶﾞﾗｽ屑
廃電気機械器具
(蛍光灯含む)

廃電池ｶﾞﾗｽ屑

木屑



添付図－④　産業廃棄物の一連の処理の工程 　

発生源 廃棄物 処理

原材料

溶 解

造 型

ショット

仕 上

加 工

組 立

塗 装

物 流

砂処理

母 型

鉱さい(その他)

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ（砥石）

廃油（潤滑油)

廃酸（濃縮水）

埋立

造型･中子

ショット

仕 上

加 工

組立・

塗 装

汚泥

ﾀｲﾙ･ｶﾞﾗｽ

廃油（ED・UF廃液）

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ(塗料ｶｽ）

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ(ﾋﾞﾆｰﾙ等）

その他
(各工程)

蛍光灯・ﾊﾛｹﾞﾝ灯 ｶﾞﾗｽｶﾚｯﾄ
(再生品)化

廃油(ｸﾞﾘｽﾄﾗｯﾌﾟ)

廃プラ(油付ﾌﾟﾗ)

破砕

鉱さい(その他)

鉱さい(ｽﾗｸﾞ系)

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ（ﾋﾞﾆｰﾙ）

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ（合成ｺﾞﾑ）

廃油（廃液）

鉱さい(その他)

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ（ﾌｨﾙﾑ）

がれき類(下桝･底板)

木くず(廃ﾊﾟﾚｯﾄ)

埋立

処分

路盤材(再生化)

破砕

破砕

ｾﾒﾝﾄ原料化
(再生化)

焼却(熱回収) 埋立

燃料化(再生化)

焼却(熱回収) 埋立

ｾﾒﾝﾄ原料化
(再生化)

ｾﾒﾝﾄ原料化
(再生化)

破砕 埋立

燃料化(再生化)

破砕 埋立

焼却(熱回収) 埋立

燃料化(再生

燃料化(再生化)

破砕 埋立

OA機器

破砕 埋立

ｺﾝｸﾘｰﾄ固化

ｶﾞﾗｽｶﾚｯﾄ
(再生品)化

破砕

破砕

焼却(熱回収) 埋立

焼却(熱回収) 埋立

中和 再生利用

再生利用

金属混合物(廃電池) 圧縮 埋立



　２　当該年度の６月30日までに提出すること。

　３「当該事業場において現に行っている事業に関する事項」の欄は、以下に従って記入すること。

　６　それぞれの欄に記入すべき事項の全てを記入することができないときは、当該欄に「別紙のと
　　おり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、産業廃棄物の
　　種類が３以上あるときは、前年度実績及び目標の欄に「別紙のとおり」と記入し、当該欄に記入
　　すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、それぞれの欄に記入すべき事項がないとき
　　は、「―」を記入すること。

　７　※欄は記入しないこと。

 (2)②欄には、製造業の場合における製造品出荷額（前年度実績）、建設業の場合における元請完成
　  工事高（前年度実績）、医療機関の場合における病床数（前年度末時点）等の業種に応じ事業規
　  模が分かるような前年度の実績を記入すること。

 (3)④欄には、当該事業場において生ずる産業廃棄物についての発生から最終処分が終了するまでの
　  一連の処理の工程（当該処理を委託する場合は、委託の内容を含む。）を記入すること。

　４　「自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、自ら中
　　間処理を行うに際して熱回収を行った場合における熱回収を行った産業廃棄物の量と、自ら中間
　　処理を行うことによって減量した量について、前年度の実績、目標及び取組を記入すること。

　５　「産業廃棄物の処理の委託に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、全処理委託量
　　を記入するほか、その内数として、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行
　　令第６条の11第２号に該当する者）への処理委託量、処理業者への再生利用委託量、認定熱回収
　　施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の３の３第１項の認定を受けた者）であ
　　る処理業者への焼却処理委託量及び認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者
　　への焼却処理委託量について、前年度実績、目標及び取組を記入すること。

 (1)①欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。

　１　前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上の事業場ごとに１枚作成すること。

備考

（第６面）


